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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　◯長崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則� 盛 土 対 策 室

◎　告　示

　・漁船損害等補償法に基づく付保義務発生（３件）� 漁 業 振 興 課

　・公有水面埋立ての免許の出願� 漁 港 漁 場 課

◎　公　告

　・大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（４件）� 経 営 支 援 課

　・漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧（２件）� 漁 業 振 興 課

　・肥料登録有効期間の更新� 農業イノベーション推進室

　・公共測量の終了（４件）� 建 設 企 画 課

　長崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第26号

　　　長崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

　宅地造成等規制法施行細則（昭和41年長崎県規則第12号）の全部を改正する。

目次

　第１章　総則（第１条―第６条）

　第２章　宅地造成等工事規制区域内における規制（第７条―第19条）

　第３章　特定盛土等規制区域内における規制（第20条―第32条）

　第４章　雑則（第33条）

　附則

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第�１条　この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「法」という。）、宅地造成

及び特定盛土等規制法施行令（昭和37年政令第16号。以下「政令」という。）及び宅地造成及び特定盛土等規

制法施行規則（昭和37年建設省令第３号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。

　（用語の定義）

第２条　この規則で使用する用語の意義は、法及び政令において使用する用語の例による。

　（証明書等の様式）

第�３条　法第７条第１項（法第24条第２項、第43条第２項又は第48条において準用する場合を含む。）及び第２

項の身分を示す証明書の様式は、様式第１号とする。

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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２　法第７条第２項の許可証の様式は、様式第２号とする。

　（災害発生のおそれがないと認められる工事）

第４条　省令第８条第９号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、50センチメートルとする。

　（擁壁の設置の緩和）

第�５条　政令第20条第１項の規定ににより、河川、池、沼等の水面又は農地、採草農牧地、森林等その他これら

に類する場所に接する崖面において、災害の防止上支障がないと認められるときは、政令第８条（政令第18条

又は第30条第１項において準用する場合を含む。）の擁壁又は政令第14条（政令第18条又は第30条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次に掲げるいずれかの工法とすることがで

きるものとする。

　⑴　石積工

　⑵　編柵工、筋工又は積苗工

　⑶　前２号に掲げるものほか、災害の防止上適当と認められる工法

　（技術的基準の付加等）

第�６条　政令第20条第２項の規定による宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る技術的基準の

付加等は、次に掲げるものとする。

　⑴�　盛土又は切土をした後の地盤に崩壊が生じないよう、別に定める技術的基準により、小段の設置その他適

切な措置を講じなければならない。

　⑵�　政令第16条第１項第３号に規定する排水施設の管渠の勾配及び断面積は、別に定める土地の目的の区分及

び数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を、支障なく流下させることができるもので

なければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により知事が相当と認める場合は、この限

りでない。

　　　第２章　宅地造成等工事規制区域内における規制

　（宅地造成等に関する工事の許可申請の手続）

第�７条　宅地造成等に関する工事について、法第12条第１項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る

宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第７条第１項第１号又は第２項第１号に掲げ

る書類及び次条の規定に基づく図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の許可申請書の添付書類）

第８条　省令第７条第１項第12号及び第２項第10号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

　⑴　申請に係る土地の区域の求積平面図

　⑵　工事主に係る書類として、以下に掲げるもの

　　ア　工事主の資力及び信用に関する申告書（様式第３号）

　　イ　工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書

　　ウ�　工事主が工事によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては、宅地建物

取引業法（昭和27年法律第176号）第３条第１項の規定による免許を受けていることを証する書類

　　エ　工事主が個人の場合にあっては、最近３年の所得税の納税証明書

　　オ�　工事主が法人の場合にあっては、最近３年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主（社員）資本

等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書及び事業経歴書

　⑶　工事施行者に係る書類として、以下に掲げるもの

　　ア　工事施行者の能力に関する申告書（様式第４号）

　　イ�　登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可

を受けていることを証する書類

　⑷　宅地造成等に関する工事の同意に係る書類として、以下に掲げるもの

　　ア　宅地造成等の施行同意書（様式第５号）

　　イ　法第12条第２項第４号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

　　ウ　申請に係る土地の登記事項証明書及び土地の公図の写し

　⑸�　法第13条第２項の規定に基づく政令第22条に規定する設計者の資格の確認に係る書類として、次に掲げる

もの

　　ア　設計者の資格に関する調書（様式第６号）

　　イ　資格を有する者であることを証する書類

　⑹　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面



令和７年４月８日　火曜日� 第11405号長 崎 県 公 報

─ 493 ─

　（不許可通知書の様式）

第�９条　法第14条第２項の不許可の通知は、宅地造成等に関する工事の不許可通知書（様式第７号）によって行

う。

　（宅地造成等に関する工事の着手届）

第�10条　宅地造成等に関する工事について、法第12条第１項本文の許可を受けた工事主は、当該工事に着手した

ときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

　（国又は都道府県、指定都市若しくは中核市との宅地造成等に関する工事についての協議）

第�11条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第１項の規定により知事との協議を行おうと

する者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（様式第９号）の正本及び副本に省令第７条第１項

各号（第７号から第９号まで及び第12号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）

の書類（当該協議に係る宅地造成及び特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区の

位置、区域及び規模を明示することを含む。）を添付して知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第15条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の

堆積に関する工事の協議書（様式第10号）の正本及び副本に省令第７条第２項各号（第５号から第７号まで及

び第10号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の書類を添付して知事に提出し

なければならない。

３�　知事は、法第15条第１項の協議が成立したときは、当該協議をした者に対し、前２項の協議書の副本に所要

事項を記載したうえ宅地造成等に関する工事の協議成立通知書（様式第11号）により通知する。

４　第19条の規定は、法第15条第１項の協議が成立した宅地造成等に関する工事について準用する。

　（宅地造成等に関する工事の変更許可）

第�12条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第１項の許可を受けようとする工事主は、省

令第37条第１項の書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければ

ならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第16条第１項の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第２項の

書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

３　第９条の規定は、前２項の変更の不許可の通知について準用する。

　（宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出）

第�13条　宅地造成等に関する工事について、法第16条第２項の規定による届出を行おうとする工事主は、宅地造

成等に関する工事の変更届出（様式第12号）を知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の変更協議）

第�14条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第３項において準用する法第15条第１項の規

定により変更の協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書（様式第13号）

に、省令第７条第１項各号（第７号から第９号まで及び第12号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ

及び第４号イを除く。）の書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に係る事項の新旧を

対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第16条第３項において準用する法第15条第１項の規定により変更の協

議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書（様式第14号）に、省令第７条第２項各号（第

５号から第７号まで及び第10号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の書類の

うち、土石の堆積に関する工事の計画の変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなけ

ればならない。

３　第11条第３項の規定は、前２項の変更協議について準用する。

　（宅地造成等に関する工事の完了検査等）

第�15条　宅地造成等に関する工事について、法第12条第１項本文の許可を受けた工事主は、当該許可に係る工事

を完了したときは、省令様式第９又は第11に工事の完了の概要が分かる写真を添付して、知事に提出しなけれ

ばならない。

２�　知事は、第７条の規定により法第12条第１項本文の許可に係る工事を工区に分けた場合において、当該工区

の土地が独立して使用に供しうるものであり、かつ、工区の分割が災害の防止上支障がないと認められるとき

は、工事主の申請により、法第17条第１項の工事完了検査又は法第17条第４項の工事完了確認について、当該

工区の一部完了の検査又は確認を行うことができる。

３�　工事主は、前項の申請を行おうとするときは、宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）申請書（様
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式第15号）に完了した工区部分を明示した図面及び完了の概要が分かる写真を添えて知事に提出しなければな

らない。

４�　知事は、工事主から第２項の申請があった場合は、その内容を審査し、法第13条第１項の規定に適合してい

ると認めるときは、宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）済証（様式第16号）を工事主に交付する

ものとする。

５�　工事主は、前項の検査（確認）済証の交付を受けたときは、その交付を受けた日から法第17条第２項に規定

する工事完了の検査済証又は法第17条第５項に規定する工事完了確認済証の交付を受けるまでの間、前項の検

査（確認）済証の交付を受けた旨を表示する標識（様式第17号）を工事現場の見やすい場所に掲示するものと

する。

　（宅地造成等に関する工事の定期の報告）

第�16条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第１項の報告をしようとする工事主は、当該

工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（様式第18号）に省令第48条第

１項に規定する写真その他の書類を添付して、知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第19条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が

完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書（様式第19号）に省令第48条第２項に規定する写真

その他の書類を添付して、知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する届出工事の変更届出）

第�17条　法第21条第１項の届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に

関する工事の届出の変更届出（様式第20号）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に

提出しなければならない。

２�　法第21条第３項の届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、擁壁等に関する工

事の届出の変更届出（様式第21号）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しな

ければならない。

３　法第21条第２項の規定は、第１項の届出について準用する。

　（宅地造成等に関する届出工事の完了届）

第�18条　法第21条第１項又は第３項の届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の

完了届（様式第22号）に工事の完了の概要が分かる写真を添付して、知事に提出しなければならない。

　（宅地造成等に関する工事の中止・廃止・再開の届出）

第�19条　宅地造成等に関する工事について、法第12条第１項本文の許可を受けた工事主又は法第21条第１項若し

くは第３項の届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を

再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止・再開届出（様式第23号）を知事に提出しなけ

ればならない。

　　　第３章　特定盛土等規制区域内における規制

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の手続）

第�20条　特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第１項本文の許可を受けようとする工事主

は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条第

１項又は第２項の規定により添付しなければならない書類及び第22条の規定に基づく書類に当該工区の位置、

区域及び規模を明示しなければならない。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請書の添付書類）

第�21条　省令第63条第１項第２号及び第２項第２号の規則で定める書類は、第８条各号に掲げる書類とする。こ

の場合において、第４号イ中「法第12条第２項第４号」とあるのは「法第30条第２項第４号」と、第５号中

「法第13条第２項の規定に基づく」とあるのは「法第31条第２項の規定に基づく政令第31条第２項の規定にお

いて準用する」と読み替えるものとする。

　（不許可通知書の様式）

第�22条　法第33条第２項に規定する不許可の通知は、宅地造成等に関する工事の不許可通知書（様式第７号）に

よって行う。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届）

第�23条　特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第１項本文の許可を受けた工事主又は法第

27条第１項の届出をした工事主は、当該工事に着手したときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届（様

式第８号）を知事に提出しなければならない。
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　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議）

第�24条　特定盛土等に関する工事について、法第34条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅

地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（様式第９号）の正本及び副本に省令第７条第１項各号（第７号

から第９号まで及び第12号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の書類（当該

協議に係る宅地造成及び特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区の位置、区域及

び規模を明示すること。）を添付して知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第34条第１項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の

堆積に関する工事の協議書（様式第10号）の正本及び副本に省令第７条第２項各号（第５号から第７号まで及

び第10号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の書類を添付して知事に提出し

なければならない。

３�　知事は、法第34条第１項の協議が成立したときは、当該協議をした者に対し、前２項の協議書の副本に所要

事項を記載したうえ宅地造成等に関する工事の協議成立通知書（様式第11号）により通知する。

４�　第32条の規定は、法第34条第１項の協議が成立した特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について準用す

る。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更許可）

第�25条　特定盛土等に関する工事について、法第35条第１項の許可を受けようとする工事主は、省令第67条第１

項の書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第35条第１項の許可を受けようとする工事主は、省令第67条第２項の

書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

３�　第22条の規定は、前２項の変更の不許可の通知について準用する。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出）

第�26条　特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第35条第２項の規定による届出を行おうとする工

事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出（様式第12号）を知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更協議）

第�27条　特定盛土等に関する工事について、法第35条第３項において準用する法第34条第１項の変更の協議を行

おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書（様式第13号）に、省令第７条第１項各

号（第７号から第９号まで及び第12号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の

書類のうち、特定盛土等に関する工事の計画の変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出

しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第35条第３項において準用する法第34条第１項の変更の協議を行おう

とする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書（様式第14号）に、省令第７条第２項各号（第５号から第

７号まで及び第10号を除く。）及び第８条各号（第２号、第３号イ及び第４号イを除く。）の書類のうち、土石

の堆積に関する工事の計画の変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならな

い。

３　第24条第３項の規定は、前２項の変更協議について準用する。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了検査等）

第�28条　特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第１項本文の許可を受けた工事主は、当許

可に係る工事を完了したときは、省令様式第９又は第11に工事の完了の概要が分かる写真を添付して、知事に

提出しなければならない。

２�　知事は、第20条の規定により法第30条第１項本文の許可に係る工事を工区に分けた場合において、当該工区

の土地が独立して使用に供しうるものであり、かつ、工区の分割が災害の防止上支障がないと認められるとき

は、工事主の申請により、法第36条第１項の工事完了検査又は法第36条第４項の工事完了確認について、当該

工区の一部完了の検査又は確認を行うことができる。

３�　工事主は、前項の申請を行おうとするときは、宅地造成等の関する工事の一部完了検査（確認）申請書（様

式第15号）に完了した工区部分を明示した図面及び完了の概要が分かる写真を添えて知事に提出しなければな

らない。

４�　知事は、工事主から第２項の申請があつた場合は、その内容を審査し、法第31条第１項の規定に適合してい

ると認めるときは、宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）済証（様式第16号）を工事主に交付する

ものとする。

５�　工事主は、前項の検査（確認）済証の交付を受けたときは、その交付を受けた日から法第36条第２項に規定
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する工事完了の検査済証又は法第36条第５項に規定する工事完了の確認済証の交付を受けるまでの間、前項の

検査（確認）済証の交付を受けた旨を表示する標識（様式第17号）を工事現場の見やすい場所に掲示するもの

とする。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告）

第�29条　特定盛土等に関する工事について、法第38条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工

事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（様式第18号）に省令第78条第１

項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第38条第１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が

完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書（様式第19号）に省令第78条第２項に規定する書類

を添付して、知事に提出しなければならない。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更届出）

第�30条　特定盛土等に関する工事について、法第28条第１項の規定による知事への届出を行おうとする工事主

は、省令第61条第１項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に

提出しなければならない。

２�　土石の堆積に関する工事について、法第28条第１項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、省

令第61条第２項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出し

なければならない。

３�　法第40条第１項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造

成等に関する工事の届出の変更届出（様式第20号）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、

知事に提出しなければならない。

４�　法第40条第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、擁壁等

に関する工事の届出の変更届出（様式第21号）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事

に提出しなければならない。

５　法第40条第２項の規定は、第３項の規定による届出について準用する。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の完了届）

第�31条　法第27条第１項又は法第40条第１項若しくは第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る

工事を完了したときは、届出工事の完了届（様式第22号）に工事の完了の概要が分かる写真を添付して、知事

に提出しなければならない。

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止・廃止・再開の届出）

第�32条　特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第１項本文の許可を受けた工事主又は法第

27条第１項、第40条第１項若しくは第３項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは廃

止しようとするとき、又は中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止・再

開届出（様式第23号）を知事に提出しなければならない。

　　　第４章　雑則

　（宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付の申請）

第�33条　省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請

書（様式第24号）又は宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書（様式第25号）を知事に提

出しなければならない。

２�　前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書には、省令第７条第１項に掲げる図面

（位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る。）その他知事が必要と認める図書を添付しなけれ

ばならない。

　　　附　則

　この規則は、令和７年５月23日から施行する。
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様式第１号（第３条関係）

（表面）

（裏面）

第 号

身 分 証 明 書

所 属

職・氏 名

年 月 日生

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191 号）第５条第１項、第

６条第１項、第 24 条第１項、第 43条第１項又は第 48条の規定に基づき、測量、調査、障害

物の伐除、土地の試掘等又は工事の状況検査を行うため、他人の占有する土地に立ち入る権

限を有する者であることを証明する。

年 月 日

長崎県知事 印

有効期限 年 月 日

注 縦 6センチメートル、横 9センチメートルとする。

宅地造成及び特定盛土等規制法(抜粋)

（証明書等の携帯）
第 7 条 第 5 条第 1 項の規定〔基礎調査のための土地の立入り〕により他人の占有する土地

に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条第 1項の規定〔基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等〕により障害物を
伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び
市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3 前 2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しな
ければならない。

第 24条(第 1項省略)
2 第 7条第 1項及び第 3項の規定は、前項〔宅地造成等に関する工事の立入検査〕の場合

について準用する。
第 43条(第 1項省略)
2 第 7条第 1項及び第 3項の規定は、前項〔特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の立

入検査〕の場合について準用する。
（準用）
第 48 条 第 24 条の規定は都道府県知事が前条第１項又は第２項の規定による権限を行うた

め必要がある場合について、第 25条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有
者、管理者又は占有者について準用する。
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様式第２号（第３条関係）

障害物の伐除又は土地の試掘等の許可証

第 号

責 任 者 の 役 職 氏 名

的目

所場

伐 除 す る 障 害 物 の 種 類

及 び 数 量

試掘等を行うのに必要な

土 地 の 面 積 及 び 種 類

試 掘 等 の 方 法 及 び範囲

間期
年 月 日から

年 月 日まで

年 月 日

長崎県知事 印
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様式第３号（第８条、第21条関係）

工事主の資力及び信用に関する申告書

年 月 日

長崎県知事 様

申告者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第２項第２号

第 30 条第２項第２号}に規定する工事主の資力及び信用に

ついて、次のとおり申告します。

設 立 年 月 日 年 月 日 資 本 金 千円

法 令 に よ る 登 録 等

法令名

登録番号等

許可の日付又は有効期間

従 業 員 数 人(うち土木建築関係技術者 人)

前 年 度 事 業 量 千円 資産総額 千円

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税 千円 事業税 千円

主たる取引金融機関

工事監理者住所氏名

役

員

略

歴

職 名 氏 名 年 齢 在職年数 資格、免許、学歴その他

歳 年

宅

地

造

成

等

工

事

経

歴

工 事 名
工 事

施行者名

工事施行

場 所
面積

許認可番号

年 月 日

着工及び

完了年月

ｍ
２ 年 月 日

第 号

年 月着工

年 月完了

ｍ
２ 年 月 日

第 号

年 月着工

年 月完了

ｍ
２ 年 月 日

第 号

年 月着工

年 月完了

ｍ
２ 年 月 日

第 号

年 月着工

年 月完了

備考 法令による登録等については、宅地建物取引業法による免許、建築士法による建物士事務

所登録、建設業法による建設業者登録、測量法による測量業者の登録、建設コンサルタン

ト登録規程による建設コンサルタント業者の登録等について記入すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第４号（第８条、第21条関係）

工 事 施 行 者 の 能 力 に 関 す る 申 告 書

年 月 日

長崎県知事 様

申 告 者 住所

氏名

工事施行者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第２項第３号

第 30 条第２項第３号}に規定する工事施行者の能力について

次のとおり申告します。

設 立 年 月 日 年 月 日 資 本 金 千円

法 令 に よ る 登 録 等

従 業 員 数
事 務 技 術 労 務 計

人 人 人 人

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税 千円 事業税 千円

主たる取引金融機関

建設業法第 26 条による
主任技術者住所氏名

技

術

者

略

歴

住 所 氏 名 年齢 在職年数 資格、免許、学歴、その他

歳 年

宅

地

造

成

等

工

事

経

歴

注文主名
元請、下請の

別
工事施行場所 面積 許認可年月日 完了年月

ｍ
２ 年 月 日 年 月

ｍ
２ 年 月 日 年 月

ｍ
２ 年 月 日 年 月

ｍ
２ 年 月 日 年 月

ｍ
２ 年 月 日 年 月

備考 法令による登録等については、宅地建物取引業法による免許、建築士法による建物士事務

所登録、建設業法による建設業者登録、測量法による測量業者の登録、建設コンサルタン

ト登録規程による建設コンサルタント業者の登録等について記入すること。

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第５号（第８条、第21条関係）

宅 地 造 成 等 の 施 行 同 意 書

年 月 日

工事主 様

工事主 の宅地造成等に関する工事ついては、異議がないので同意し

ます。

土 地 の 所 在

及 び 地 番

地目 所 有 者 の 住 所

及 び 氏 名

同意年月日
所有権者以外の
権 利 の 種 類

同意年月日

地積 同 意 印 権利者の住所及び氏名 同 意 印

・ ・ 権利の種類: ・ ・

・ ・ 権利の種類: ・ ・

・ ・ 権利の種類: ・ ・

・ ・ 権利の種類: ・ ・

・ ・ 権利の種類: ・ ・

・ ・

・ ・ 権利の種類: ・ ・

備考

1．１人毎に同意書を取った場合は、同意印の欄に「別紙」と記入すること。

2. この用紙は権利の同意のみに使用すること。

3．１欄一筆毎に使用すること。
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様式第６号（第８条、第21条関係）

設計者の資格に関する調書

年 月 日

長崎県知事 様

設計者 住 所

氏 名

年 月 日生

電話番号

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第13条第２項

第31条第２項}に規定する設計者の資格については、次の

とおり相違ありません。

１ 勤務先の所在地

及 び 名 称 （電話番号 ）

２ 資 格・
免許等

資 格 内 容 取得年月 日 登録又は合格の番号

□ １級建築士
□ 技術士（ 部門）
□ その他（ ）

年 月 日

３ 最 終

学 歴

年 月 日 卒業・中退

学校名 学科名 修学年数

４ 土木又は

建築の技術

に関する実

務の経験実

務経歴

会社名又は工事名及び実務の内容 職名 在 職 期 間

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

合計 年 月

５ 宅地開発

等の設計

経歴

事業

主体
工事施行者 施行場所 面積

許認可の番号
及び年月日

㎡ 第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

６ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

第 22条第 1項該当号
第（１・２・３・４・５）号

７ 備 考

注 １ 最終学歴の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入すること。

２ 「３」の欄の「卒業・中退」及び「６」の欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条に規定する資格を有することを証する書

類を添えること。

４ この調書は、高さが５ｍを超える擁壁の設置及び造成区域が1,500㎡以上の場合に必要

です。
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様式第７号（第９条、第22条関係）

長崎県指令 第 号

年 月 日

様

長崎県知事 印

宅地造成等に関する工事の不許可通知書

申請のあった下記の宅地造成等に関する工事については、次の理由により不許可となりました

ので、宅地造成及び特定盛土等規制法

の規定により通知します。

記

１ 受付番号及び許可申請年月日 第 号 年 月 日

２ 土地の所在地及び地番

３ 許可をしない理由

４ 当初許可番号及び許可年月日

（変更許可の場合）
長崎県指令 第 号 年 月 日

〔教示〕

１ この処分に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、長崎県に対して審査請求をすることができます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、長崎県を被告として（訴訟において長崎県を代表する者は長崎

県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査

請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。

第14条第２項（法第16条第3項の規定により準用する場合
第33条第２項（法第35条第3項の規定により準用する場合

を含む。
を含む。
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様式第８号（第10条、第23条関係）

宅地造成等に関する工事の工事着手届

年 月 日

長崎県知事 様

工事主 住所

氏名

下記のとおり、宅地造成等に関する工事に着手したので届け出ます。

記

１ 許可年月日及び許可番号

（最初に届出をした年月日）
年 月 日 長崎県指令 第 号

２ 工事をしている土地の

所 在 地 及 び 地 番

３ 工 事 着 手 年 月 日 年 月 日

４ 工事施工者の住所氏名

電話番号

〔注意〕

１ 不要の文字は、抹消すること。

２ １欄は、届出工事の場合は、最初に届け出た年月日を記載すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第９号（第11条、第24条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書

年 月 日

長崎県知事 様

協議者 住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 15条第１項

第 34条第１項}の規定により、協議を申し出ます。

1
工 事 主 の

住 所 氏 名

住所

氏名

2
設 計 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

3
工事施行者の

住 所 氏 名

住所

氏名

4
土地 の所在地 及び地番

（代表地点の緯度経度）

（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工事着手前の土地利用状況

7 工事完了後の土地利用

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無

(1) 盛土又は切土の高さ メートル

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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10

工

事

の

概

要

(2) 盛土又は切土をする

土地の面積
平方メートル

(3) 盛土又は切土の土量

盛土 立方メートル

切土 立方メートル

(4) 擁 壁

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

(5) 崖面崩壊防止施設

番 号 種 類 高 さ 延 長

メートル メートル

(6) 排 水 施 設

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長

メートル メートル

(7) 崖面の保護の方法

(8) 崖面以外の地表面の

保 護 方 法

(9) 工事中の危害防止の

ための措 置

(10) そ の 他 の 措 置

(11) 工事着手予定年月日 年 月 日

(12) 工事完了予定年月日 年 月 日

(13) 工 程 の 概 要

11 そ の 他 必 要 な 事 項

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※協 議 成 立 番 号 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名
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〔注意〕

1 ※印のある欄は記入しないでください。

2 ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代

表者の氏名を記入してください。

3 ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○

印を付してください。

4 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

5 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記

入してください。

6 ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。

7 ９欄は、渓流等（（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）令第

７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してく

ださい。

8 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許

可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ

い。
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様式第10号（第11条、第24条関係）

土石の堆積に関する工事の協議書

年 月 日

長崎県知事 様

協議者 住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 15条第１項

第 34条第１項}の規定により、協議を申し出ます。

1
工 事 主 の

住 所 氏 名

住所

氏名

2
設 計 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

3
工 事 施 行 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

4
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番

（代表地点の緯度経度）
（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工 事 の 目 的

(1)  土石の堆積の最大堆積

高 さ
メートル

(2) 土石の堆積を行う土地

の 面 積
平方メートル

(3) 土石の堆積の最大堆積

土 量
立方メートル

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名



令和７年４月８日　火曜日� 第11405号長 崎 県 公 報

─ 509 ─

７

工

事

の

概

要

(4) 土石の堆積を行う土地の

最大勾配

(5)  勾配が十分の一を超え

る土地における堆積した

土石の崩壊を防止するた

めの措置

(6) 土石の堆積を行う土地に

おける地盤の改良その他

の必要な措置

(7) 空 地 の 設 置

番 号 空 地 の 幅

メートル

(8) 雨水その他の地表水を

有効に排除する措置

(9) 堆積した土石の崩壊に

伴う土石の流出を防止

する措置

(10) 工事中の危害防止の

た め の 措 置

(11) そ の 他 の 措 置

(12) 工事着手予定年月日 年 月 日

(13) 工事完了予定年月日 年 月 日

(14) 工 程 の 概 要

8 そ の 他 必 要 な 事 項

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※協 議 成 立 番 号 欄

年 月 日 第 号

第 号

係員氏名 係員氏名
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〔注意〕

1 ※印のある欄は記入しないでください。

2 ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表

者の氏名を記入してください。

3 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

4 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入

してください。

5 ７欄（9）は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高

さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。

6 ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要

する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。



令和７年４月８日　火曜日� 第11405号長 崎 県 公 報

─ 511 ─

様式第11号（第11条、第24条関係）

宅地造成等に関する工事の協議成立通知書

年 月 日

様

長崎県知事 印

年 月 日付けで協議があった宅地造成等に関する工事については、宅地造成及び

特定盛土等規制法{
第15条第１項（第16条第３項において準用する場合を含む。）

第34条第１項（第35条第３項において準用する場合を含む。）}
の規定により、下記の条件を付して協議が成立しましたので通知します。

記

協 議 成 立 番 号 第 号

１
工事をする土地の所在地

及 び 地 番

２
工 事 主 の

住 所 氏 名

住所

氏名

３ 協 議 対 象 工 事 の 内 容

協 議 ・ 変 更 協 議

宅地造成・特定盛土等・土石の堆積

４ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年 月 日

５ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年 月 日

６ 条 件

〔注意〕

1 この後、協議をした内容を変更する場合は、変更協議が必要となります。

2 法第 15 条第１項又は第 34 条第１項の規定に基づき、協議の成立をもって法第 12 条第１

項又は第 30 条第１項の許可があったものとみなします。
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様式第12号（第13条、第26条関係）

宅地造成等に関する工事の変更届出

年 月 日

長崎県知事 様

届出者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16条第２項

第 35条第２項}の規定により、下記の工事の変更について

届け出ます。

記

１ 許可年月日及び番号 年 月 日 長崎県指令 第 号

２ 土地の所在地及び地番

３ 変 更 に 係 る 事 項

事 項 変 更 前 変 更 後

４ 変 更 理 由

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第13号（第14条、第27条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書

年 月 日

長崎県知事 様

協議者 住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第３項において準用する法第 15 条第 1 項

第 35 条第３項において準用する法第 34 条第 1 項}
の規定により、変更の協議を申し出ます。

1
工 事 主 の

住 所 氏 名

住所

氏名

2
設 計 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

3
工 事 施 行 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

4
土地 の所在地 及び地番

（代表地点の緯度経度）

5 土 地 の 面 積

6 工事着手前の土地利用状況

7 工事完了後の土地利用

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無

10

(1) 盛土又は切土の高さ メートル

(2) 盛土又は切土をする

土 地 の 面 積
平方メートル

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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工

事

の

概

要

(3) 盛土又は切土の土量
盛土 立方メートル

切土 立方メートル

(4) 擁 壁

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

(5) 崖面崩壊防止施設

番 号 種 類 高 さ 延 長

メートル メートル

(6) 排 水 施 設

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長

メートル メートル

(7) 崖面の保護の方法

(8) 崖面以外の地表面の

保護方法

(9) 工事中の危害防止の

ための措置

(10) そ の 他 の 措 置

(11) 工事着手予定年月日 年 月 日

(12) 工事完了予定年月日 年 月 日

(13) 工 程 の 概 要

11 そ の 他 必 要 な 事 項

12 変 更 の 理 由

13 協 議 成 立 番 号 第 号

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※協 議 成 立 番 号 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名
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〔注意〕

1 ※印のある欄は記入しないでください。

2 ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代

表者の氏名を記入してください。

3 ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○

印を付してください。

4 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

5 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記

入してください。

6 ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。

7 ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれ

かに○印を付してください。

8 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許

可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくださ

い。
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様式第14号（第14条、第27条関係）

土石の堆積に関する工事の変更協議書

年 月 日

長崎県知事 様

協議者 住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第３項において準用する法第 15 条第 1 項

第 35 条第３項において準用する法第 34 条第 1 項}
の規定により、変更の協議を申し出ます。

1
工 事 主 の

住 所 氏 名

住所

氏名

2
設 計 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

3
工 事 施 行 者 の

住 所 氏 名

住所

氏名

4
土地 の所在地 及び地番

（代表地点の緯度経度） （緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工 事 の 目 的

７

工

(1) 土石の堆積の最大

堆 積 高 さ
メートル

(2) 土石の堆積を行う

土地の面積
平方メートル

(3) 土石の堆積の最大

堆 積 土 量
立方メートル

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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事

の

概

要

(4) 土石の堆積を行う

土地の最大勾配

(5) 勾配が十分の一を超

える土地における堆積

した土石の崩壊を防止

するための措置

(6) 土石の堆積を行う土地

における地盤の改良損

その他の必要な措置

(7) 空 地 の 設 置

番 号 空 地 の 幅

メートル

(8) 雨水その他の地表水

を有効に排除する措置

(9) 堆積した土石の崩壊

に伴う土石の流出を

防止する措置

(10) 工事中の危害防止の

ための措置

(11) そ の 他 の 措 置

(12) 工事着手予定年月日 年 月 日

(13) 工事完了予定年月日 年 月 日

(14) 工 程 の 概 要

8 そ の 他 必 要 な 事 項

9 変 更 の 理 由

10 協 議 成 立 番 号 第 号

※受 付 欄 ※決 裁 欄 ※協 議 成 立 番 号 欄

年 月 日 第 号

第 号

係員氏名 係員氏名
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〔注意〕

1 ※印のある欄は記入しないでください。

2 ２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代

表者の氏名を記入してください。

3 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

4 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記

入してください。

5 ７欄（9）は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高

さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。

6 ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を

要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。
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様式第15号（第15条、第28条関係）

宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）申請書

年 月 日

長崎県知事 様

工事主 住所

氏名

長崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則{
第 15 条第２項

第 28 条第２項}の規定による検査を

申請します。

１ 工事完了年月日 年 月 日

２ 許 可 番 号 長崎県指令 第 号

３ 許 可 年 月 日 年 月 日

４ 工事をした土地の

所在地及び番地

５ 工 事 施 行 者

住 所 氏 名

６ 備 考

工事一部完了検査申請箇所図（ 工区）

〔注意〕
１ ※印のある欄は記入しないでください。
２ 工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏
名を記入してください。
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様式第16号（第15条、第28条関係）

宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）済証

第 号

年 月 日

長崎県知事

下記の宅地造成等に係る工事は、検査の結果、宅地造成及び特定盛土等規制法

{
第 13 条第１項

第 31 条第１項}の規定に適合していることを証明する。

１ 許 可 番 号 長崎県指令 第 号

２ 許 可 年 月 日 年 月 日

３ 工事をした土地の

所在地及び番地

４ 工事主住所氏名

５ 工事一部完了検査

年 月 日
年 月 日

６ 検 査 員 職 氏 名

工事一部完了検査済箇所図
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様式第17号（第15条、第28条関係）

宅地造成等に関する工事の一部完了検査（確認）済（長崎県）

１ 検査番号及び検査
年月日

２ 検査を受けた土地の
所在地及び地番

３ 検査を受けた土地の
面積

４ 工事主住所氏名

備考 標識に工事一部完了検査済箇所図を表示する。

（注意）この様式は、木板又は鉄板により作成すること。

100センチメートル

30センチ
メートル

70センチ
メートル

80センチ
メートル
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様式第18号（第16条、第29条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

年 月 日

長崎県知事 様

工事主 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 19 条第１項

第 38 条第１項}の規定により、宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。

工

事

の

概

要

１ 工 事 主 の 住 所 氏 名

２ 工事が施行される土地

の 所 在 地

３ 許可年月日及び許可番号 年 月 日 指令 第 号

工

事

の

施

行

状

況

報

告

４ 報 告 年 月 日
今回報告分 前回報告分 前々回報告分

年 月 日 年 月 日 年 月 日

５ 報告の時点における

盛土又は切土の高さ

盛土 ｍ ｍ ｍ

切土 ｍ ｍ ｍ

６ 報告の時点における

盛土又は切土の面積

盛土 ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

切土 ｍ
２

ｍ
２

ｍ
２

７ 報告の時点における

盛土又は切土の土量

盛土 ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

切土 ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

８ 報告の時点における擁壁等

に関する工事の施行状況

９ 擁壁の床堀りを完了した

ときの状況

10 鉄筋コンクリート擁壁の

基礎配筋を完了したとき

の状況

11 地下に埋設する集水管、

暗渠、管渠等の配置を

完了した時の状況

〔注意〕

１ 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに８欄から 11 欄

の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第19号（第16条、第29条関係）

土石の堆積に関する工事の定期報告書

年 月 日

長崎県知事 様

工事主 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 19 条第１項

第 38 条第１項}の規定により、土石の堆積に関する工事の

定期報告書について次のとおり届け出ます。

工

事

の

概

要

１ 工 事 主 の 住 所 氏 名

２ 工事が施行される土地

の 所 在 地

３ 許可年月日及び許可番号 年 月 日 指令第 号

４ 報 告 年 月 日
今回報告分 前回報告分 前々回報告分

年 月 日 年 月 日 年 月 日

工

事

の

施

行

状

況

報

告

５ 報告の時点における

土 石 の 堆 積 の 高 さ
ｍ ｍ ｍ

６ 報告の時点における

土 石 の 堆 積 の 面 積
ｍ

２
ｍ２ ｍ２

７ 報告の時点における

堆積されている土石

の 土 量

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

８ 前回の報告の時点から

新たに堆積された土石

の土量及び除去された

土石の土量

新たな土石堆積

ｍ
３

除去された土石

ｍ
３

新たな土石堆積

ｍ
３

除去された土石

ｍ
３

新たな土石堆積

ｍ
３

除去された土石

ｍ３

９ 地下に埋設する集水管、

暗渠、管渠等の配置を

完了した時の状況

〔注意〕

１ 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（堆積する土石の高さ、確保すべき

空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の状況並びに９欄の

状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第20号（第17条、第30条関係）

宅地造成等に関する工事の届出の変更届出

年 月 日

長崎県知事 様

届出者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第１項

第 40条第１項}の規定により届出をした下記の工事

について、次のとおり変更したいので届け出ます。

記

１ 最初に届出をした年月日 年 月 日

２ 工事をしている土地の

所 在 地 及 び 地 番

３ 工事をしている土地の面積 平方メートル

４ 変 更 事 項

５ 変 更 理 由

〔注意〕

１ ４の変更事項には、当初届出の盛土のタイプの他、盛土又は切土をする土地の高さ、面積及

び土量の変更内容について記入してください。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第21号（第17条、第30条関係）

擁壁等に関する工事の届出の変更届出

年 月 日

長崎県知事 様

届出者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第３項

第 40 条第３項}の規定により届出をした下記の工事につ

いて、次のとおり変更したいので届け出ます。

記

１ 最 初 に 届 け 出 た 年 月 日 年 月 日

２ 工 事 が 行 わ れ る 土 地 の

所 在 地 及 び 地 番

３ 行 お う と す る 工 事 の

種 類 及 び 内 容

４ 変 更 事 項

５ 変 更 理 由

〔注意〕

１ ４の変更事項には、当初届出の土石の堆積の最大堆積高さ、土地の面積及び最大堆積土量の

変更内容について記入してください。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名



令和７年４月８日　火曜日� 第11405号長 崎 県 公 報

─ 526 ─

様式第22号（第18条、第31条関係）

年 月 日

長崎県知事 様

届出者 住 所

氏 名

届出工事の完了届

第２１条第１項又は第３項
宅地造成及び特定盛土等規制法 第２７条第１項 の規定により、届出をした

第４０条第１項又は第３項

宅地造成等に関する工事が完了したので届け出ます。

記

１ 最初に届け出た年月日 年 月 日

２ 工事をした土地の所在地

及 び 地 番

３ 工事施行者住所氏名

４ 工 事 完 了 年 月 日

５ 備 考

〔注意〕

１ 工事の完了の概要が分かる写真を添付すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第23号（第19条、第32条関係）

宅地造成等に関する工事の中止(再開、廃止)届出

年 月 日

長崎県知事 様

届出者 住所

氏名

下記のとおり、宅地造成等に関する工事を中止（廃止・再開）したいので届け出ます。

記

１ 許 可 （ 届 出 ） 年 月 日

及 び 許 可 番 号
年 月 日 第 号

２ 工事を（中止）している

土地の所在地及び地番

３ 工事を中止（再開・廃止）

し よ う と す る 理 由

４ 工 事 進 捗 状 況 及 び

防 災 措 置

〔注意〕

１ 不要の文字は、抹消すること。

２ １欄は、届出工事の場合は、最初に届け出た年月日を記載すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第24号（第33条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書

年 月 日

長崎県知事 様

申請者 住 所

氏 名

電話番号

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定により、宅地造成及び特定盛土等規制

法の規定に適合していることを証する書面の交付を申請します。

証

明

事

項

１．適合等の規定の内容

・{法第12条第１項・法第30条第１項

法第16条第１項・法第35条第１項}の規定に適合

・{法第15条第１項

法第34条第１項}の協議が成立

２．工 事 主 の 住 所

及 び 氏 名

３．土 地 の 所 在 地

及 び 地 番

４．土 地 の 面 積 平方メートル

５．許可年月日及び番号 年 月 日 県指令第 号

６．申請代理人の住所

及 び 氏 名
電話番号 ( )

※

証

明

欄

年 月 日

上記事項について証明します。

長崎県知事

※ 受 付 欄

年 月 日

番 号

※ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証交付年月日

年 月 日

〔注意〕

：※印のある欄は記入しないでください。

：１欄は、証明事項の該当条文を○印で囲むこと。

：６欄は、該当する場合、記入すること

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第25号（第33条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書

年 月 日

長崎県知事 様

住 所 申請者

氏 名

(電話番号 )

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定により、宅地造成及び特定盛土等

規制法（以下「法」という。）第２条第２号に規定する宅地造成及び法第２条第３号に

規定する特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付を申請します。

１．工 事 主 の 住 所

及 び 氏 名

２．土 地 の 所 在 地

及 び 地 番

３．規制区域の種別 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域

４．土 地 の 面 積 平方メートル

５．盛土又は切土をする

土 地 の 面 積
平方メートル

６．崖 の 高 さ (最も高い部分) メートル

７．工 事 予 定 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

８．備 考

※

証

明

欄

年 月 日

上記の工事については、法第２条第２号に規定する宅地造成及

び法第２条第３号に規定する特定盛土等に関する工事でないこと

を証明します。

長崎県知事

※受 付 欄

年 月 日

番 号

〔注意〕

：※印のある欄は記入しないでください。
：３欄は、土地の所在地について、該当する規制区域の種別を○印で囲むこと。
：省令第七条第一項の表に掲げる図面（位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る）
その他知事が必要と定める図書を添付すること。

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名
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長崎県告示第225号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区

について、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

加入区

　中津良加入区

長崎県告示第226号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区

について、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

加入区

　阿須湾加入区

長崎県告示第227号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区

について、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

加入区

　鹿見伊奈加入区

長崎県告示第228号

　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定により、公有水面埋立ての免許の出願があった。

　なお、その関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　出願事項

　⑴　出願の年月日　　　　　令和７年３月３日

　⑵　埋立ての出願をした者の住所氏名

　　　名　　　称　五島市

　　　所　在　地　長崎県五島市福江町１番１号

　　　代表者氏名　五島市長

　　　代表者住所　長崎県五島市福江町１番１号

　⑶　埋立ての区域

　　ア　位置　長崎県五島市三井楽町貝津字山川88番11の地先公有水面

　　イ　区域　省略（縦覧図書のとおり）

　　ウ　面積　1,623.39平方メートル

　⑷　埋立てに関する工事の施行区域

　　ア　位置　長崎県五島市三井楽町貝津字山川88番11、88番12の地内及び88番11地先公有水面

　　イ　区域　省略（縦覧図書のとおり）

　　ウ　面積　9,946.67平方メートル

　⑸　埋立地の用途　漁港施設用地

２　縦覧の場所及び期間

　⑴　縦覧の場所

　　　　告　　　　　示
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　　　長崎県長崎市尾上町３番１号　長崎県水産部漁港漁場課

　　　長崎県五島市福江町７番１号　長崎県五島振興局

　　　長崎県五島市福江町１番１号　五島市役所

　⑵　縦覧の期間

　　　告示の日から起算して３週間

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ドラッグストアモリ時津町浜田郷店

　　長崎県西彼杵郡時津町浜田郷字長田731番５　ほか

２　届出の概要

　⑴　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　株式会社ナチュラルアセットマネジメント　代表取締役　森　竜馬

　　　福岡県朝倉市一木1148番地の１

　⑵　大規模小売店舗の新設

　　　大規模小売店舗内の店舗面積の合計　1,482平方メ－トル

３　意見書の概要

　⑴　意見書を提出した者

　　　時津町長　山上　広信

　⑵　意見書の内容

　　�　この度店舗を新設される場所の周辺の道路は、地域住民の生活道路や通学路となっており、交通量も多い

ことから、立地にあたっては以下のとおり、交通安全対策と生活環境の保持に十分配慮をいただきたい。

　　①�　来客者の駐車場の出入りによって、渋滞等の発生が予想されるため、効率的な駐車場形式の選択、敷地

内における入庫待ちスペースの確保、出入口の数及び位置の調整、駐車場出入口付近での交通整理等を必

要に応じて実施し、交通渋滞の低減や歩行者の安全確保に努めてください。

　　②�　店舗周辺には学校の登下校ルートとなっている道もあるため、登下校時間帯の通行を避けること等を来

客に呼び掛けるなど、児童の安全確保に努めてください。

　　③　地元説明会における地元住民の意見や要望に配慮し、必要な対策を講じるように努めてください。

４　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　⑵　縦覧場所

　　�　県政コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）、時津町建設部産業振興課、長与町建設産業部産業振興

課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　　公　　　　　告
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　　エディオン諫早店

　　長崎県諫早市長野町1625－１ほか３筆

２　届出の概要

　　大規模小売店舗の名称の届出事項の変更

３　意見書の概要

　⑴　意見書を提出した者

　　　諫早市長　大久保　潔重

　⑵　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　⑵　縦覧場所

　　　県政情報コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）及び諫早市経済交流部商工観光課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　エディオン諫早店

　　長崎県諫早市長野町1625－１ほか３筆

２　届出の概要

　　駐輪場の位置及び収容台数に関する届出事項の変更

３　意見書の概要

　⑴　意見書を提出した者

　　　諫早市長　大久保潔重

　⑵　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　⑵　縦覧場所

　　　県政情報コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）、諫早市経済交流部商工観光課

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ドラッグコスモス多良見店

　　長崎県諫早市多良見町化屋1888番地、1887番地の一部、1889番地の一部

２　届出の概要

　　駐車場の自動車の出入口の数及び位置に関する届出事項の変更

３　意見書の概要

　⑴　意見書を提出した者
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　　　諫早市長　大久保潔重

　⑵　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　⑵　縦覧場所

　　　県政情報コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）、諫早市経済交流部商工観光課

　　　漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧（公告）

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるため、漁船損害等補償法

施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により次の１のとおり事前届出があった。

　なお、届出に係る指定漁船調書を次の２のとおり縦覧に供する。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　届出事項

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　長崎県五島市三井楽町柏848番地

　　　臼井　哲也

　　　長崎県五島市三井楽町柏853番地６

　　　石谷　和大

　⑵　加入区

　　　三井楽町加入区

　⑶　漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

　　　五島漁業協同組合

２　指定漁船調書の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から15日間

　⑵　縦覧場所

　　　長崎県五島市福江町1190番地９

　　　五島漁業協同組合

　　　漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧（公告）

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるため、漁船損害等補償法

施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により次の１のとおり事前届出があった。

　なお、届出に係る指定漁船調書を次の２のとおり縦覧に供する。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　届出事項

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　長崎県対馬市豊玉町唐洲358番地３

　　　阿比留　廣義

　　　長崎県対馬市豊玉町嵯峨648番地１

　　　若松　成實

　⑵　加入区

　　　豊玉町西部加入区

　⑶　漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

　　　豊玉町漁業協同組合

２　指定漁船調書の縦覧

　⑴　縦覧期間
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　　　公告の日から15日間

　⑵　縦覧場所

　　　長崎県対馬市豊玉町千尋藻355番地９

　　　豊玉町漁業協同組合

　　　肥料登録の有効期間の更新（公告）

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次のとおり肥料登録

の有効期間を更新した。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量 住所または所在地 氏名または名称
登録

年月日

登録の

有効期間

長崎県肥

第604号

蒸製毛粉 フェザーミール 窒素全量

� 12.0％

長崎県東彼杵郡川棚町

三越郷51番地２

ハラサンギョウ株式会社

代表取締役　原　隆

平成13年

３月30日

令和７年

３月30日

から

令和13年

３月29日

長崎県肥

第640号

魚廃物加工

肥料

海の芽ぐみ507

号

窒素全量

� 5.0％

りん酸全量

� 7.0％

佐賀県佐賀市巨勢町東

西276番地３

大日興産株式会社

代表取締役　大倉　一夫

平成19年

４月24日

令和７年

４月24日

から

令和10年

４月23日

長崎県肥

第665号

混合有機質

肥料

新Ｂ特号Ⅱ 窒素全量

� 2.5％

りん酸全量

� 3.5％

山口県熊毛郡田布施町

大字波野962番地の１

神協産業株式会社

代表取締役　北村　広政

平成28年

４月19日

令和７年

４月19日

から

令和13年

４月18日

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省

九州地方整備局長崎河川国道事務所長から公共測量（４級基準点測量）を次のとおり終了した旨の通知があっ

た。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

佐世保市島瀬町～三浦町 令和７年２月28日

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省

九州地方整備局長崎河川国道事務所長から公共測量（３級基準点測量・４級基準点測量・３級水準測量）を次の

とおり終了した旨の通知があった。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日
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島原市大下町～門内町 令和７年２月28日

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省

九州地方整備局長崎河川国道事務所長から公共測量（基準点測量・地形測量）を次のとおり終了した旨の通知が

あった。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

諫早市森山町 令和６年２月28日

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、対馬振興局

長から公共測量（基準点測量）を次のとおり終了した旨の通知があった。

　　令和７年４月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

対馬市厳原町桟原地区 令和７年３月19日
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